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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本

分析化学会（JSAC）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。 

これによって，JIS K 0212:2007 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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分析化学用語（光学部門） 

Technical terms for analytical chemistry (optical part) 

 

1 適用範囲 

この規格は，分析化学における光学部門で用いる主な用語及びその定義について規定する。この規格に

取り上げる用語は，X 線からテラヘルツ光までの波長領域のものとする。 

 

2 分類 

用語の分類は，次による。 

a) 一般 

b) 波長 

c) 光源，分光器，検出器及びセル 

d) 原子スペクトル分析法 

e) 吸光光度分析法・蛍光分光分析法 

f) バイオ関連光分析法 

g) 非線形分光分析法 

h) 顕微分光分析法・近接場分光分析法・イメージング 

i) 赤外吸収分光法・ラマン散乱分光法 

j) X 線分析法 

 

3 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

a) 二つ以上の用語を並べた場合には，その順位に従って優先使用する。 

b) 誤解のおそれのある用語には，用語の後の丸括弧内に使用分野を示す。 

c) 用語のアルファベットの略語のうち，汎用のものには参考としてその“よみ”を入れる。 

d) 対応英語（参考）でコンマ“，”を挟んで二つ以上併記してあるものは，それぞれ同義語又は略語であ

る。 

3.1 一般 

番号 用語 よみ 定義 対応英語（参考） 

1001 アクチノメー

ター 

あくちのめーたー 光反応を利用して，放射線，紫外線などの光量

を測定する機器。 

actinometer 


